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墜落制止用器具（安全帯）の適切な使用の徹底について（再要請） 

 
平素は、弊社の安全衛生管理活動に多大なご協力をいただき、誠にありがとうござ

います。 

標記の要請については 2020 年 10 月 15 日付事務連絡（安-20-38）で要請したと

ころではありますが、関西支店内の作業所で安全帯を使用せずに 3.6ⅿ墜落すると

いう災害が発生した際、フルハーネス型の安全帯を着用していたため、たとえ安全

帯を使用していたとしても墜落時に地面に到達していた可能性があります。 

つきましては，安全帯の適切な使用について、下記事項を作業所関係者に再徹底

するよう再度要請します。 

 

記 

 

墜落時にフルハーネス型の安全帯を着用する者が地面に到達するおそれがあるこ

とについて，次の事項を事業者に指導すること。 

（1）ロック機能付き巻取り式ランヤードの使用を推奨すること。 

（2）高さ５ｍ以下の作業では胴ベルト型も使用可能であること。 

   ただし、人体への影響を考慮するとフルハーネス型のほうが望ましい。 

（3）フックの取付設備は，できるだけ高い位置とすること。 

   フックの取付高さによって、ショックアブソーバー1 種と 2 種を適切に使い

分けること。 

（4）水平親綱はランヤードとフルハーネス等を結合する環より高い位置に張るこ

と。作業場所の構造上，低い位置に設置する場合には，短いランヤード又はロ

ック機能付き巻取り式ランヤードを用いること。 

 

以 上 
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本活用指針の提示に際して 
 
労働安全衛生法令では、高さ2メートル以上の箇所で作業を行う場合には、

作業床を設け、その作業床の端や開口部等には囲い、手すり、覆い等を設けて

墜落自体を防止することを規定し、このような措置が困難な場合には、労働者

に安全帯を使用させる等の措置を講じることを事業者に義務付けています。 

そこで今般、墜落による労働災害防止対策を強化するため、安全帯に関する

関係法令が改正され、2019年2月1日より安全帯の名称を「墜落制止用器具」に

改めるとともに、その性能要件等が見直されることになりました。また、これ

に併せて、厚生労働省では「墜落制止用器具の安全な使用のためのガイドライ

ン（以下「ガイドライン」という。）」を策定したほか、2019年1月には墜落制

止用器具に係る構造規格が告示される予定になっています。 
改正法令及びガイドラインの遵守については、建設業界をあげた取り組みが

求められるところですが、日本建設業連合会では会員各社における安全管理の

一助とするため、改正法令及びガイドラインに加え、建設事業者が自主的に講

じることが望ましいと考えられる措置等も含めて体系化し、今回の活用指針を

提示することとしました。 

本指針の趣旨を踏まえ、墜落制止用器具（「安全帯」の呼称は継続）の適切

な使用を促し、墜落防止対策の一層の充実を図っていただければ幸いです。 
 

一般社団法人 日本建設業連合会［日建連］ 
安全委員会 
委 員 長   伊 藤  寛 治 〔飛島建設㈱ 代表取締役会長〕 

 
安全対策部会 
部 会 長    本 多  敦 郎 〔鹿島建設㈱  安全環境部長〕 
副部会長    小 森  裕 幸 〔清水建設㈱  土木東京支店 安全環境部長〕 
副部会長   竹 尾   透 〔大成建設㈱  安全本部 安全部長〕 
委 員     村 田   理 〔㈱安藤・間  安全品質環境本部 安全部長〕 
委 員     木 下 義 久 〔㈱大林組  本社労務安全部 担当課長〕 
委 員    八 木 幹 夫 〔㈱熊谷組  安全品質環境本部 副本部長〕 
委 員      岡 田 一 顯 〔㈱鴻池組  安全環境部長〕 
委 員      岡 野 和 英 〔五洋建設㈱  安全品質環境本部 安全品質環境部長〕 
委 員      佐 藤   親 〔佐藤工業㈱  安全環境部長〕 
委 員      橋 本 雅 夫 〔㈱錢高組  安全環境部長〕 
委 員      佐々木 洋幸 〔㈱竹中工務店  安全環境本部長〕 
委 員      和 田 伸 一 〔東急建設㈱  安全環境部長〕 
委 員      西中間 孝一 〔東洋建設㈱  安全環境部 部長〕 
委 員      小 澤 重 雄 〔戸田建設㈱  安全管理統轄部 副統轄部長〕 
委 員      最 川 隆 由 〔西松建設㈱  安全環境品質本部 安全部長〕 
委 員      平 田   亨 〔日本国土開発㈱ 安全品質環境本部 安全品質環境部長〕 
委 員      小野 新一郎 〔㈱長谷工コーポレーション 建設部門 安全管理部 専任部長〕 
委 員      松 屋 英 夫 〔三井住友建設㈱  安全環境統轄部長〕 
委 員      槙 尾 浩 二 〔㈱森本組  東京支店 安全環境部長〕 
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本活用指針の策定にあたって 
 

 
今般の法令改正により、労働者に使用させる安全帯は“フルハーネス型”が

基本である旨が定められたところであり、元請事業者・専門工事業者など全て

の建設業者は関係法令やガイドラインで定められた事項を遵守し、適切な墜落

災害防止対策を講じていく必要があります。 

一方、建設業界では、法令で義務付けられた事項はあくまでも最低基準を定

めたものであるという基本認識の下、安全帯の使用義務がない作業等において

も労働者に“胴ベルト型安全帯”の着用・使用を促し、労働災害の未然防止に

努めて来たという実績があり、“胴ベルト型安全帯”の着用は既に安全文化と

して定着しているため、安全管理水準が従来よりも後退するような事態は避け

なければなりません。 
また、万一の墜落時に“フルハーネス型安全帯”を着用している労働者が地

面に到達するおそれがある場合には、“胴ベルト型安全帯”を着用していた方

がより安全な場合があり得ること等も考慮する必要があります。 
こうした状況を踏まえ、本活用指針は、関係法令及びガイドラインの遵守徹

底を図りつつ、可能な範囲で“胴ベルト型安全帯”を引き続き活用していくと

いう基本的方向性の下で取り纏めたものです。 

なお、建設工事現場における個々の作業は多種多様であり、安全帯について

も画一的な基準がそぐわない場面も想定されるため、建設業界としての申し合

わせ事項に関しては、基本的な選択肢を提示するにとどめ、更なる取り決めや

詳細については会員各社又は個々の工事事務所に判断を委ねていることにご留

意ください。 
 

建設労務安全研究会［労 研］  

*主要ゼネコン 37 社ほかの安全・労務責任者を構成員とする調査研究機関 

理 事 長    本多 敦郎 〔鹿島建設㈱ 安全環境部長〕 
 
特別委員会（本指針の策定） 
委員長    最川 隆由 〔西松建設㈱ 安全環境品質本部 安全部長〕 
委 員      小澤 重雄 〔戸田建設㈱ 安全管理統轄部 副統轄部長〕 
委 員      佐々木洋幸 〔㈱竹中工務店 安全環境本部長〕 
委 員      竹尾  透 〔大成建設㈱ 安全本部 安全部長〕 
委 員      八木 幹夫 〔㈱熊谷組 安全品質環境本部 副本部長〕 
委 員      石堂  基 〔西松建設㈱ 安全環境品質本部安全部 安全課長〕 
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1．安全帯の着用・使用に関する基本的な方針 
 

(1) 有効な安全文化「胴ベルト型安全帯の原則着用」の保持・継続 

建設業界においては胴ベルト型安全帯の着用が安全文化として定着してお

り、労働者の安全意識の向上を図っていく上で重要な役割を果たしている。  
今般の改正により「安全帯」は「墜落制止用器具」に名称変更されるが、

建設工事現場の安全管理水準の維持・向上を図っていく上で、胴ベルト型安

全帯の着用徹底が依然として有効な手法であること自体に変わりはなく、可

能な範囲で従来同様の取組みを継続していくことが望ましい。 

 
 
(2) 法令・ガイドラインの遵守と落下距離等に応じた適切な選定 

高さが 2 メートル以上の箇所で作業を行う場合には、作業床を設けた上

で、墜落のおそれがある箇所には囲い、手すり等を設けて労働者が墜落する

こと自体を防止することが原則であるが、作業床を設けることが困難なと

き、又は墜落のおそれがある箇所に囲い、手すり等を設けることが著しく困

難なときには、労働者に安全帯を使用させる等の措置を講じなければならな

い。この場合、労働者に使用させる安全帯はフルハーネス型が基本となる。 
ただし、高さ 5 メートル以下のように、万一の墜落時にフルハーネス型安

全帯を着用している労働者が地面に到達するおそれがある場合には、フルハ

ーネス型ではなく胴ベルト型の安全帯を着用していた方がより安全な場合が

あり得る。そのため、想定される労働者の落下距離等に応じた適切な安全帯

を選定する必要がある。 
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2．安全帯の選定にあたっての具体的なケース

(1) フルハーネス型安全帯を必ず選定しなければならない場合

ア 高さが 5 メートルを超え、かつ墜落のおそれがある箇所で作業を行うが

作業床を設けることが困難なとき

イ 高さが 5 メートルを超え、かつ作業床はあるが墜落のおそれがある箇所

に囲い、手すり等を設けることが著しく困難なとき

ウ 上記ア又はイに該当する箇所への通行・昇降のとき

エ ブーム式高所作業車を用いて、高さ 5 メートルを超える箇所で作業を行

うとき

オ 高さが 2 メートル以上の柱上作業等で、ワークポジショニング作業を行

うとき（フックを頭上に取り付けることが可能なとき）

※ ア、イ及びエについては、法令上はフルハーネス型安全帯を必ず使用し

なければならない高さは 6.75 メートルを超える箇所とされているが、ガイ

ドラインにおいて建設作業の場合には高さ 5 メートルを超える箇所ではフ

ルハーネス型を使用することとされたことを踏まえ、高さ 5 メートルを基

準としている。

※ ウは法令・ガイドラインには規定がないが、ア又はイに直結する行為で

あり、ア及びイと同等の措置を講じる必要がある。

(2) 建設工事現場の状況又は作業内容等に応じ、フルハーネス型と胴ベルト

型の安全帯のいずれかを選択して選定しなければならない場合 

ア 高さが 2 メートル以上 5 メートル以下であり、かつ墜落のおそれがある

箇所で作業を行うが作業床を設けることが困難なとき

イ 高さが 2 メートル以上 5 メートル以下であり、かつ作業床はあるが墜落

のおそれがある箇所に囲い、手すり等を設けることが著しく困難なとき

ウ 上記ア又はイに該当する箇所への通行・昇降のとき

エ ブーム式高所作業車を用いて高さ 5 メートル以下で作業を行うとき又は

垂直昇降式高所作業車を用いて作業を行うとき

(3) 建設工事現場の状況又は作業内容等に応じ、フルハーネス型と胴ベルト

型の安全帯のいずれかを選択して選定するか、又は安全帯を着用しないこと

としても差し支えない場合 

ア 高さが 2 メートル以上で作業床があり、かつ墜落のおそれがある箇所に

囲い、手すり等を設けているとき

イ 高さが 2 メートル未満であり、かつ作業床を設けることが困難なとき
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ウ 上記ア・イに該当する箇所への通行・昇降のとき 
※ 墜落のおそれがある箇所に囲い、手すり等が設けられている場合であって 

も、作業の必要上臨時に当該設備が取り外され原状回復されていない可能

性等が生じ得るため、安全帯を着用しておくことが望ましい 
 ※ 作業床を設けることが困難な箇所で作業をする職種の場合には、作業床

の高さで選択する安全帯を付け替えることは事実上困難であることを考

慮することが望ましい 
 

(4) 建設工事現場の状況又は作業内容等に応じ、胴ベルト型安全帯を選定す

るか、又は安全帯を着用しないことにしても差し支えない場合 

ア 地上において作業（通行）を行い、高所へは立ち入らないとき 
イ 高さが 2 メートル未満の箇所で作業を行うとき（作業床を設けることが

困難なときを除く） 
ウ 高さが 2 メートル未満の箇所への通行・昇降のとき 
※ 胴ベルト型安全帯を選定する場合には、ロック機能付き巻き取り式ラン

ヤードを備えたものとし、フックの取付け位置を出来るだけ高くする等着

用している労働者が地面に到達するおそれを極力少なくすることが望まし

い。 
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Ｎｏ． イ　　ラ　　ス　　ト　　内　　容

1 杭工事における検尺等の作業

2 既製杭の打設でリーダー上で点検等を行う作業

3 枠組足場の組立解体作業（足場材の緊結、取り外し、受渡し等）

4 手すり先行工法による足場の組立解体作業（足場材の緊結、取り外し、受渡し等）

5 壁つなぎのシーリング作業

6 切梁・腹起こしの組立・解体作業のうち梁上での作業

7 梁型枠上に乗って根太材の設置作業

8 柱鉄筋の組立作業

9 地中梁上での作業

10 ＰＣ梁の据付作業

11 鉄骨梁の取付作業

12 鋼製デッキの敷き込み作業

13 ＰＣカーテンウォールの取付作業

14 カーテンウォールの取付作業

15 外部足場において内側の筋交い等を外しての作業（タイル貼）

16 外部足場において内側の筋交い等を外しての作業（左官）

17 設備の空調ダクト等の取付作業

18 擁壁・石積の作業

19 解体した内装材の撤去作業

20 屋根スレートの解体作業

21 ゴンドラを使用してのクリーニングやシーリングの作業

22 ブーム式高所作業車のバスケット上での作業

23 垂直昇降式高所作業車の作業床上での作業

24 トンネル坑内でのドリルジャンボのバスケット上での作業

25 トンネル坑内でのシート台車上での作業

※ 本イラストは、安全帯の使用例を分かりやすく示すために作成したものであり、法令及び厚生
労働省通達等により求められているすべての安全対策がイラストに描かれている訳ではありま
せん。

―安全帯の作業別使用例（イラスト）―
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ＮＯ． １ 「フルハーネス型」
「胴ベルト型」
で差し支えない

2019年1月1日
（一社）日本建設業連合会

建設労務安全研究会

フルハーネス型

該当なし

6.75m

「フルハーネス型」

[法的に着用義務あり］

　

5m

「フルハーネス型」

[法的に着用義務はあるが、
胴ベルト型でも可。

ガイドラインではフルハーネス型］

2m

「胴ベルト型」で
差し支えない

[法的に着用義務はあるが
胴ベルト型でも可］

「赤字」：法令・ガイドラインに基づく
「青字」：建設業界としての申し合わせ

※作業時の高さは地盤面より杭底までの深さで判断する。（イラストは深さ５ｍ以上の場合でフルハーネス
を使用した例）
※ケーシングの高さが地盤面より８５ｃｍ以上の場合や開口部手前に囲い等を設けた場合は、胴ベルト型
で差し支えありません。（法的には使用不要）

安全帯の作業別使用例

特別教育
該当の有無

建設業界推奨

ケーシングの高さが８５ｃｍ未満の場合で囲い等を設けることが著しく困難な時の例

関係条文

労働安全衛生規則　　第５１９条２項（作業床の端等からの墜落防止）
事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張
り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

作業時
の高さ

作業の
具体例

杭工事における検尺等の作業

杭工事

-
 1

1
 -



ＮＯ． ２ 「フルハーネス型」
「胴ベルト型」
で差し支えない

2019年1月1日
（一社）日本建設業連合会

建設労務安全研究会

フルハーネス型

該当あり

6.75m

「フルハーネス型」

[法的に使用義務あり］

　

5m

「フルハーネス型」

[法的に使用義務はあるが
胴ベルト型でも可。

ガイドラインではフルハーネス型］

2m

「胴ベルト型」で
差し支えない

[法的に使用義務はあるが
胴ベルト型でも可］

安全帯の作業別使用例

「赤字」：法令・ガイドラインに基づく
「青字」：建設業界としての申し合わせ

作業の
具体例

杭工事

既製杭の打設でリーダー上で
点検等を行う作業

リーダー上でホースの点検等を行う作業の例

建設業界推奨

特別教育
該当の有無

作業時
の高さ

関係条文
労働安全衛生規則　　第５１８条２項（作業床の設置等）
事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜
落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

-
 1

2
 -



ＮＯ． ３ 「フルハーネス型」
「胴ベルト型」
で差し支えない

2019年1月1日
（一社）日本建設業連合会

建設労務安全研究会

フルハーネス型

該当なし

6.75m

「フルハーネス型」

[法的に着用義務あり］
　

5m

「フルハーネス型」

[法的に着用義務はあるが、
胴ベルト型でも可。

ガイドラインではフルハーネス型］

2m

「胴ベルト型」で
差し支えない

[法的に着用義務はあるが
胴ベルト型でも可］

関係条文

労働安全衛生規則　　第５６４条１項４号ロ（足場の組立て等の作業）
足場材の緊結、取り外し、受渡し等の作業にあつては、墜落による労働者の危険を防止するため、次の措置を講ずること。
ロ　要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置を講ずること。

労働安全衛生規則　　第５６６条４号（足場の組立て等作業主任者の職務）
事業者は、足場の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
ただし、解体の作業のときは、第１号の規定は、適用しない。
四　要求性能墜落制止用器具及び保護帽の使用状況を監視すること。

「赤字」：法令・ガイドラインに基づく
「青字」：建設業界としての申し合わせ

※高さ５ｍを超える箇所と５ｍ以下の箇所を行き来する場合はフルハーネス型を使用する。

安全帯の作業別使用例

建設業界推奨

特別教育
該当の有無

作業時
の高さ

作業の
具体例

仮設工事

枠組足場の組立解体作業
（足場材の緊結、取り外し、受渡し等）

-
 1

3
 -



ＮＯ． ４ 「フルハーネス型」
「胴ベルト型」
で差し支えない

2019年1月1日
（一社）日本建設業連合会

建設労務安全研究会

フルハーネス型

該当なし

6.75m

「フルハーネス型」

[法的に使用義務あり］
　

5m

「フルハーネス型」

[法的に使用義務はあるが
胴ベルト型でも可。

ガイドラインではフルハーネス型］

2m

「胴ベルト型」で
差し支えない

[法的に着用義務はあるが
胴ベルト型でも可］

関係条文

労働安全衛生規則　　第５６４条１項４号ロ（足場の組立て等の作業）
足場材の緊結、取り外し、受渡し等の作業にあつては、墜落による労働者の危険を防止するため、次の措置を講ずること。
ロ　要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置を講ずること。

労働安全衛生規則　　第５６６条４号（足場の組立て等作業主任者の職務）
事業者は、足場の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
ただし、解体の作業のときは、第１号の規定は、適用しない。
四　要求性能墜落制止用器具及び保護帽の使用状況を監視すること。

「赤字」：法令・ガイドラインに基づく
「青字」：建設業界としての申し合わせ

安全帯の作業別使用例

※高さ５ｍを超える箇所と５ｍ以下の箇所を行き来する場合はフルハーネス型を使用する。

建設業界推奨

特別教育
該当の有無

作業時
の高さ

作業の
具体例

仮設工事

手すり先行工法による足場の組立解体作業
（足場材の緊結、取り外し、受渡し等）

-
 1

4
 -



ＮＯ． ５ 「フルハーネス型」
「胴ベルト型」
で差し支えない

2019年1月1日
（一社）日本建設業連合会

建設労務安全研究会

フルハーネス型

該当なし

6.75m

「フルハーネス型」

[法的に使用義務あり］
　

5m

「フルハーネス型」

[法的に使用義務はあるが
胴ベルト型でも可。

ガイドラインではフルハーネス型］

2m

「胴ベルト型」で
差し支えない

[法的に着用義務はあるが
胴ベルト型でも可］

特別教育
該当の有無

作業時
の高さ

※高さ５ｍを超える箇所と５ｍ以下の箇所を行き来する場合はフルハーネス型を使用する。

関係条文

労働安全衛生規則　　第５１９条２項（作業床の端等からの墜落防止）
事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる
等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

労働安全衛生規則　　第５６３条１項３号（作業床）
墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、次に掲げる足場の種類に応じて、それぞれ次に掲げる設備（丈夫な構造の設備であって、たわみが生ずるおそれがなく、か
つ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。以下「足場用墜落防止設備」という。）を設けること。
イ　わく組足場（妻面に係る部分を除く。ロにおいて同じ。）次のいずれかの設備
(1)交さ筋かい及び高さ15センチメートル以上40センチメートル以下の桟もしくは高さ15センチメートル以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備
(2)手すりわく
ロ　わく組足場以外の足場　手すり等及び中桟等

労働安全衛生規則　　第５６３条３項１号（作業床）
第１項第３号の規定は、作業の性質上足場用墜落防止設備を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に足場用墜落防止設備を取り外す場合において、次の措置を講じた
ときは、適用しない。
一　要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずる
こと。

建設業界推奨

安全帯の作業別使用例

「赤字」：法令・ガイドラインに基づく
「青字」：建設業界としての申し合わせ

作業の
具体例

外壁工事

壁つなぎのシーリング作業

外部足場の内側の筋交いを外し、壁つなぎを外した跡にシーリングの充填をする作業の例

-
 1

5
 -



ＮＯ． ６ 「フルハーネス型」
「胴ベルト型」
で差し支えない

2019年1月1日
（一社）日本建設業連合会
建設労務安全研究会

フルハーネス型

該当あり

6.75m

「フルハーネス型」

[法的に使用義務あり］

　

5m

「フルハーネス型」

[法的に使用義務はあるが
胴ベルト型でも可。

ガイドラインではフルハーネス型］

2m

「胴ベルト型」で
差し支えない

[法的に着用義務はあるが
胴ベルト型でも可］

特別教育
該当の有無

作業時
の高さ

関係条文

労働安全衛生規則　　第３７５条３号（土止め支保工作業主任者の職務）
事業者は、土止め支保工作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
三　要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

労働安全衛生規則　　第５１８条２項（作業床の設置等）
事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による
労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

建設業界推奨

安全帯の作業別使用例

「赤字」：法令・ガイドラインに基づく
「青字」：建設業界としての申し合わせ

作業の
具体例

山留工事

切梁・腹起こしの組立解体作業
のうち梁上での作業

-
 1

6
 -



ＮＯ． ７ 「フルハーネス型」
「胴ベルト型」
で差し支えない

2019年1月1日
（一社）日本建設業連合会
建設労務安全研究会

フルハーネス型

該当あり

6.75m

「フルハーネス型」

[法的に使用義務あり］

　

5m

「フルハーネス型」

[法的に使用義務はあるが
胴ベルト型でも可。

ガイドラインではフルハーネス型］

2m

「胴ベルト型」で
差し支えない

[法的に着用義務はあるが
胴ベルト型でも可］

建設業界推奨

安全帯の作業別使用例

「赤字」：法令・ガイドラインに基づく
「青字」：建設業界としての申し合わせ

作業の
具体例

型枠工事

梁型枠上に乗って根太材の
設置作業

特別教育
該当の有無

作業時
の高さ

関係条文

労働安全衛生規則　　第２４７条３号（型枠支保工の組立て等作業主任者の職務）
事業者は、型枠支保工の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
三　作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

労働安全衛生規則　　第５１８条２項（作業床の設置等）
事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労
働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

-
 1

7
 -



ＮＯ． ８ 「フルハーネス型」
「胴ベルト型」
で差し支えない

2019年1月1日
（一社）日本建設業連合会

建設労務安全研究会

胴ベルト型

該当なし

6.75m

「フルハーネス型」

[法的に使用義務あり］
　

5m

「フルハーネス型」
[法的に使用義務はあるが胴ベルト
型でも可。ガイドラインではフルハー

ネス型］

2m

「胴ベルト型」で
差し支えない

[法的に着用義務はあるが
胴ベルト型でも可］

労働安全衛生規則　　第５１９条２項（作業床の端等からの墜落防止）
事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させ
る等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

労働安全衛生規則　　第５６３条１項３号（作業床）
墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、次に掲げる足場の種類に応じて、それぞれ次に掲げる設備（丈夫な構造の設備であって、たわみが生ずるおそれがなく、
かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。以下「足場用墜落防止設備」という。）を設けること。
イ　わく組足場（妻面に係る部分を除く。ロにおいて同じ。）次のいずれかの設備
(1)交さ筋かい及び高さ15センチメートル以上40センチメートル以下の桟若しくは高さ15センチメートル以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備
(2)手すりわく
ロ　わく組足場以外の足場　手すり等及び中桟等

労働安全衛生規則　　第５６３条３項１号（作業床）
第１項第３号の規定は、作業の性質上足場用墜落防止設備を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に足場用墜落防止設備を取り外す場合において、次の措置を講じ
たときは、適用しない。
一　要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずる
こと。

特別教育
該当の有無

作業時
の高さ

※高さ５ｍを超える箇所と５ｍ以下の箇所を行き来する場合はフルハーネス型を使用する。

関係条文

建設業界推奨

内側に手すりや中桟を設けることが著しく困難な例（作業床の高さが5ｍ以下でしか作業しない場合）

安全帯の作業別使用例

「赤字」：法令・ガイドラインに基づく
「青字」：建設業界としての申し合わせ

作業の
具体例

鉄筋工事

柱鉄筋の組立作業

-
 1

8
 -



ＮＯ． ９ 「フルハーネス型」
「胴ベルト型」
で差し支えない

2019年1月1日
（一社）日本建設業連合会

建設労務安全研究会

胴ベルト型

該当なし

6.75m

「フルハーネス型」

[法的に使用義務あり］
　

5m

「フルハーネス型」

[法的に使用義務はあるが
胴ベルト型でも可。

ガイドラインではフルハーネス型］

2m

「胴ベルト型」で
差し支えない

[法的に着用義務はあるが
胴ベルト型でも可］

関係条文
労働安全衛生規則　　第５１９条２項（作業床の端等からの墜落防止）
事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者
に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

安全帯の作業別使用例

「赤字」：法令・ガイドラインに基づく
「青字」：建設業界としての申し合わせ

作業の
具体例

鉄筋工事 手すり・中桟などを設けることが著しく困難な例（５ｍ以下の高さで足場板を敷いて作業している場合）

地中梁上での作業

建設業界推奨

特別教育
該当の有無

作業時
の高さ

※足場板等の敷設がなければ作業床とはみなされません。
※高さ５ｍを超える箇所と５ｍ以下の箇所を行き来する場合はフルハーネス型を使用する。

-
 1

9
 -



ＮＯ． １０ 「フルハーネス型」
「胴ベルト型」
で差し支えない

2019年1月1日
（一社）日本建設業連合会

建設労務安全研究会

フルハーネス型

該当あり
（作業床がない場合）

6.75m

「フルハーネス型」

[法的に使用義務あり］
　

5m

「フルハーネス型」

[法的に使用義務はあるが
胴ベルト型でも可。

ガイドラインではフルハーネス型］

2m

「胴ベルト型」で
差し支えない

[法的に着用義務はあるが
胴ベルト型でも可］

特別教育
該当の有無

作業時
の高さ

※高さ５ｍを超える箇所と５ｍ以下の箇所を行き来する場合はフルハーネス型を使用する。
※ＰＣ梁上で取付作業を行う場合は、作業床を設けることが困難な場合（５１８条２項）に該当し、取付された十分に広さ
の確保されたＰＣ柱上またはＰＣスラブ上で作業を行う場合は、作業床の端で囲い等を設けることが著しく困難な場合（５
１９条２項）に該当する。

関係条文

労働安全衛生規則　　第５１８条２項（作業床の設置等）
事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者
の危険を防止するための措置を講じなければならない。

労働安全衛生規則　　第５１９条２項（作業床の端等からの墜落防止）
事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に要
求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

建設業界推奨

安全帯の作業別使用例

「赤字」：法令・ガイドラインに基づく
「青字」：建設業界としての申し合わせ

作業の
具体例

ＰＣ工事

ＰＣ梁の据付作業

-
 2

0
 -



ＮＯ． １１ 「フルハーネス型」
「胴ベルト型」
で差し支えない

2019年1月1日
（一社）日本建設業連合会

建設労務安全研究会

フルハーネス型

該当あり

6.75m

「フルハーネス型」

[法的に使用義務あり］

　

5m

「フルハーネス型」

[法的に使用義務はあるが
胴ベルト型でも可。

ガイドラインではフルハーネス型］

2m

「胴ベルト型」で
差し支えない

[法的に着用義務はあるが
胴ベルト型でも可］

特別教育
該当の有無

作業時
の高さ

関係条文

労働安全衛生規則　　第５１７条の５　３号（建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の職務）
事業者は、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
三　要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

労働安全衛生規則　　第５１８条２項（作業床の設置等）
事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による
労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

建設業界推奨

安全帯の作業別使用例

「赤字」：法令・ガイドラインに基づく
「青字」：建設業界としての申し合わせ

作業の
具体例

鉄骨工事

鉄骨梁の取付作業

-
 2

1
 -



ＮＯ． １２ 「フルハーネス型」
「胴ベルト型」
で差し支えない

2019年1月1日
（一社）日本建設業連合会

建設労務安全研究会

フルハーネス型

該当あり
（作業床がない場合）

6.75m

「フルハーネス型」

[法的に使用義務あり］

　

5m

「フルハーネス型」

[法的に使用義務はあるが
胴ベルト型でも可。

ガイドラインではフルハーネス型］

2m

「胴ベルト型」で
差し支えない

[法的に着用義務はあるが
胴ベルト型でも可］

特別教育
該当の有無

作業時
の高さ

関係条文

労働安全衛生規則　　第５１８条２項（作業床の設置等）
事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落によ
る労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

労働安全衛生規則　　第５１９条２項（作業床の端等からの墜落防止）
事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労
働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

※鉄骨梁上で取付作業を行う場合は、作業床を設けることが困難な場合（５１８条２項）に該当し、取付された
デッキ上で作業を行う場合は、作業床の端で囲い等を設けることが著しく困難な場合（５１９条２項）に該当する。

建設業界推奨

安全帯の作業別使用例

「赤字」：法令・ガイドラインに基づく
「青字」：建設業界としての申し合わせ

作業の
具体例

鉄骨工事

鋼製デッキの敷き込み作業

-
 2

2
 -



ＮＯ． 13 「フルハーネス型」
「胴ベルト型」
で差し支えない

2019年1月1日
（一社）日本建設業連合会

建設労務安全研究会

フルハーネス型

該当なし

6.75m

「フルハーネス型」

[法的に使用義務あり］
　

5m

「フルハーネス型」

[法的に使用義務はあるが
胴ベルト型でも可。

ガイドラインではフルハーネス型］

2m

「胴ベルト型」で
差し支えない

[法的に着用義務はあるが
胴ベルト型でも可］

特別教育
該当の有無

作業時
の高さ

「赤字」：法令・ガイドラインに基づく
「青字」：建設業界としての申し合わせ

関係条文
労働安全衛生規則　　第５１９条２項（作業床の端等からの墜落防止）
事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、
労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

安全帯の作業別使用例

作業の
具体例

外壁工事

ＰＣカーテンウォールの取付作業

建設業界推奨

-
 2

3
 -



ＮＯ． １４ 「フルハーネス型」
「胴ベルト型」
で差し支えない

2019年1月1日
（一社）日本建設業連合会

建設労務安全研究会

フルハーネス型

該当なし

6.75m

「フルハーネス型」

[法的に使用義務あり］
　

5m

「フルハーネス型」

[法的に使用義務はあるが
胴ベルト型でも可。

ガイドラインではフルハーネス型］

2m

「胴ベルト型」で
差し支えない

[法的に着用義務はあるが
胴ベルト型でも可］

建設業界推奨

特別教育
該当の有無

作業時
の高さ

関係条文
労働安全衛生規則　　第５１９条２項（作業床の端等からの墜落防止）
事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労
働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

＊イラスト中にある矢印は時間の推移を示すものです。

安全帯の作業別使用例

「赤字」：法令・ガイドラインに基づく
「青字」：建設業界としての申し合わせ

作業の
具体例

外壁工事

カーテンウォールの取付作業

-
 2

4
 -



ＮＯ． １５ 「フルハーネス型」
「胴ベルト型」
で差し支えない

2019年1月1日
（一社）日本建設業連合会

建設労務安全研究会

フルハーネス型

該当なし

6.75m

「フルハーネス型」

[法的に使用義務あり］

　

5m

「フルハーネス型」

[法的に使用義務はあるが
胴ベルト型でも可。

ガイドラインではフルハーネス型］

2m

「胴ベルト型」で
差し支えない

[法的に着用義務はあるが
胴ベルト型でも可］

特別教育
該当の有無

作業時
の高さ

※高さ５ｍを超える箇所と５ｍ以下の箇所を行き来する場合はフルハーネス型を使用する。

関係条文

労働安全衛生規則　　第５１９条２項（作業床の端等からの墜落防止）
事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を
使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

労働安全衛生規則　　第５６３条１項３号（作業床）
墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、次に掲げる足場の種類に応じて、それぞれ次に掲げる設備（丈夫な構造の設備であって、たわみが生ずるおそれが
なく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。以下「足場用墜落防止設備」という。）を設けること。
イ　わく組足場（妻面に係る部分を除く。ロにおいて同じ。）次のいずれかの設備
(1)交さ筋かい及び高さ15センチメートル以上40センチメートル以下の桟若しくは高さ15センチメートル以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備
(2)手すりわく
ロ　わく組足場以外の足場　手すり等及び中桟等

労働安全衛生規則　　第５６３条３項１号（作業床）
第１項第３号の規定は、作業の性質上足場用墜落防止設備を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に足場用墜落防止設備を取り外す場合において、次の措
置を講じたときは、適用しない。
一　要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置又はこれと同等以上の効果を有する措
置を講ずること。

建設業界推奨

安全帯の作業別使用例

「赤字」：法令・ガイドラインに基づく
「青字」：建設業界としての申し合わせ

作業の
具体例

外壁工事（タイル貼）

外部足場において内側の
筋交い等を外しての作業

-
 2

5
 -



ＮＯ． １６ 「フルハーネス型」
「胴ベルト型」
で差し支えない

2019年1月1日
（一社）日本建設業連合会

建設労務安全研究会

フルハーネス型

該当なし

6.75m

「フルハーネス型」

[法的に使用義務あり］

　

5m

「フルハーネス型」

[法的に使用義務はあるが
胴ベルト型でも可。

ガイドラインではフルハーネス型］

2m

「胴ベルト型」で
差し支えない

[法的に着用義務はあるが
胴ベルト型でも可］

関係条文

労働安全衛生規則　　第５１９条２項（作業床の端等からの墜落防止）
事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を
使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

労働安全衛生規則　　第５６３条１項３号（作業床）
墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、次に掲げる足場の種類に応じて、それぞれ次に掲げる設備（丈夫な構造の設備であって、たわみが生ずるおそれが
なく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。以下「足場用墜落防止設備」という。）を設けること。
イ　わく組足場（妻面に係る部分を除く。ロにおいて同じ。）次のいずれかの設備
(1)交さ筋かい及び高さ15センチメートル以上40センチメートル以下の桟若しくは高さ15センチメートル以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備
(2)手すりわく
ロ　わく組足場以外の足場　手すり等及び中桟等

労働安全衛生規則　　第５６３条３項１号（作業床）
第１項第３号の規定は、作業の性質上足場用墜落防止設備を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に足場用墜落防止設備を取り外す場合において、次の措
置を講じたときは、適用しない。
一　要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置
を講ずること。

安全帯の作業別使用例

建設業界推奨

特別教育
該当の有無

作業時
の高さ

作業の
具体例

外壁工事（左官）

外部足場において内側の
筋交い等を外しての作業

「赤字」：法令・ガイドラインに基づく
「青字」：建設業界としての申し合わせ

※高さ５ｍを超える箇所と５ｍ以下の箇所を行き来する場合はフルハーネス型を使用する。
※筋交い・下桟が取り付けられた箇所で作業する場合には、高さに関係なく胴ベルト型で差し支えありません。（法的には使用不要）
　但し、筋交いや下桟が外されている箇所がある場合には適用されませんので、高さに応じた安全帯が必要になります。

外部足場において内側の筋交い・下桟を外して作業する場合の例

-
 2

6
 -



ＮＯ． １７ 「フルハーネス型」
「胴ベルト型」
で差し支えない

2019年1月1日
（一社）日本建設業連合会

建設労務安全研究会

胴ベルト型

該当なし

6.75m

　

5m

2m

関係条文

労働安全衛生規則　　第５６３条１項３号（作業床）
墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、次に掲げる足場の種類に応じて、それぞれ次に掲げる設備（丈夫な構造の設備であって、たわみ
が生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。以下「足場用墜落防止設備」という。）を設けること。
イ　わく組足場（妻面に係る部分を除く。ロにおいて同じ。）次のいずれかの設備
(1)交さ筋かい及び高さ15センチメートル以上40センチメートル以下の桟若しくは高さ15センチメートル以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備
(2)手すりわく
ロ　わく組足場以外の足場　手すり等及び中桟等

安全帯の作業別使用例

建設業界推奨

特別教育
該当の有無

作業時
の高さ

作業の
具体例

設備工事

設備の空調ダクト等の取付作業

「赤字」：法令・ガイドラインに基づく
「青字」：建設業界としての申し合わせ

足場に手すり・中桟が取り付けられている場合の例

「胴ベルト型」で
差し支えない

[法的には使用不要］

-
 2

7
 -



ＮＯ． １８ 「フルハーネス型」
「胴ベルト型」
で差し支えない

2019年1月1日
（一社）日本建設業連合会

建設労務安全研究会

胴ベルト型

該当なし

6.75m

「フルハーネス型」

[法的に着用義務あり］

　

5m

「フルハーネス型」

[法的に使用義務はあるが
胴ベルト型でも可。

ガイドラインではフルハーネス型］

2m

「胴ベルト型」で
差し支えない

[法的に着用義務はあるが
胴ベルト型でも可］

関係条文
労働安全衛生規則　　第５１９条２項（作業床の端等からの墜落防止）
事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、
労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

安全帯の作業別使用例

建設業界推奨

特別教育
該当の有無

作業時
の高さ

作業の
具体例

石積工事

擁壁・石積の作業

「赤字」：法令・ガイドラインに基づく
「青字」：建設業界としての申し合わせ

下部から足場を組めない場合等の例（５ｍ以下の高さの作業床でしか作業をしない場合）

※高さ５ｍを超える箇所と５ｍ以下の箇所を行き来する場合はフルハーネス型を使用する。

-
 2

8
 -



ＮＯ． １９ 「フルハーネス型」
「胴ベルト型」
で差し支えない

2019年1月1日
（一社）日本建設業連合会

建設労務安全研究会

フルハーネス型

該当なし

6.75m

「フルハーネス型」

[法的に使用義務あり］

　

5m

「フルハーネス型」

[法的に使用義務はあるが
胴ベルト型でも可。

ガイドラインではフルハーネス型］

2m

「胴ベルト型」で
差し支えない

[法的に着用義務はあるが
胴ベルト型でも可］

関係条文
労働安全衛生規則　　第５１９条２項（作業床の端等からの墜落防止）
事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、
労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

安全帯の作業別使用例

建設業界推奨

特別教育
該当の有無

作業時
の高さ

作業の
具体例

解体工事

解体した内装材の撤去作業

「赤字」：法令・ガイドラインに基づく
「青字」：建設業界としての申し合わせ

開口部の手すり・中桟を取り外して行う作業の例

※３ｍ以上の高さから物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険を
　防止するための措置が必要です。

-
 2

9
 -



ＮＯ． ２０ 「フルハーネス型」
「胴ベルト型」
で差し支えない

2019年1月1日
（一社）日本建設業連合会

建設労務安全研究会

フルハーネス型

該当なし

6.75m

「フルハーネス型」

[法的に着用義務あり］

　

5m

「フルハーネス型」

[法的に使用義務はあるが
胴ベルト型でも可。

ガイドラインではフルハーネス型］

2m

「胴ベルト型」で
差し支えない

[法的に着用義務はあるが
胴ベルト型でも可］

関係条文

労働安全衛生規則　　第５２４条（スレート等の屋根上の危険の防止）
事業者は、スレート、木毛板等の材料でふかれた屋根の上で作業を行なう場合において、踏み抜きにより労働者に危険を及ぼすお
それのあるときは、幅が３０センチメートル以上の歩み板を設け、防網を張る等踏み抜きによる労働者の危険を防止するための措置を
講じなければならない。

安全帯の作業別使用例

建設業界推奨

特別教育
該当の有無

作業時
の高さ

作業の
具体例

屋根工事

屋根スレートの解体作業

「赤字」：法令・ガイドラインに基づく
「青字」：建設業界としての申し合わせ
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ＮＯ． ２１ 「フルハーネス型」
「胴ベルト型」
で差し支えない

2019年1月1日
（一社）日本建設業連合会

建設労務安全研究会

フルハーネス型

該当なし

6.75m

「フルハーネス型」

[法的に使用義務あり］

　

5m

「フルハーネス型」

[法的に使用義務はあるが
胴ベルト型でも可。

ガイドラインではフルハーネス型］

2m

「胴ベルト型」で
差し支えない

[法的に着用義務はあるが
胴ベルト型でも可］

関係条文

ゴンドラ安全規則　　第１７条（要求性能墜落制止用器具等）
事業者は、ゴンドラの作業床において作業を行うときは、当該作業を行う労働者に要求性能墜落制止用器具（安衛則第１３０条の５第１
項に規定する要求性能墜落制止用器具をいう。）その他の命綱（以下この条において「要求性能墜落制止用器具等」という。）を使用さ
せなければならない。
２　つり下げのためのワイヤーロープが一本であるゴンドラにあっては、前項の要求性能墜落制止用器具等は当該ゴンドラ以外のもの
に取り付けなければならない。

安全帯の作業別使用例

建設業界推奨

特別教育
該当の有無

作業時
の高さ

作業の
具体例

ゴンドラ作業

ゴンドラを使用しての
クリーニングやシーリングの作業

「赤字」：法令・ガイドラインに基づく
「青字」：建設業界としての申し合わせ

※高さ５ｍを超える箇所と５ｍ以下の箇所を行き来する場合はフルハーネス型を使用する。

-
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ＮＯ． ２２ 「フルハーネス型」
「胴ベルト型」
で差し支えない

2019年1月1日
（一社）日本建設業連合会

建設労務安全研究会

フルハーネス型

該当なし

6.75m

「フルハーネス型」

[法的に使用義務あり］
　

5m

「フルハーネス型」

[法的に使用義務はあるが
胴ベルト型でも可。

ガイドラインではフルハーネス
型］

2m

「胴ベルト型」で
差し支えない

[法的に使用義務はあるが
胴ベルト型でも可］

関係条文

労働安全衛生規則　　第１９４条の２２（要求性能墜落制止用器具等の使用）
事業者は、高所作業車（作業床が接地面に対し垂直にのみ上昇し又は下降する構造のものを除く。）を用いて作業を行うときは、当該
高所作業車の作業床上の労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させなければならない。
２　前項の労働者は、要求性能墜落制止用器具等を使用しなければならない。

安全帯の作業別使用例

建設業界推奨

特別教育
該当の有無

作業時
の高さ

作業の
具体例

高所作業車

ブーム式高所作業車の
バスケット上での作業

「赤字」：法令・ガイドラインに基づく
「青字」：建設業界としての申し合わせ

※作業床の高さが５ｍ以下のみで作業を行う場合は胴ベルト型で差し支えありません。

-
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ＮＯ． ２３ 「フルハーネス型」
「胴ベルト型」
で差し支えない

2019年1月1日
（一社）日本建設業連合会

建設労務安全研究会

胴ベルト型

該当なし

6.75m

　

5m

2m

関係条文

労働安全衛生規則　　第１９４条の２２（要求性能墜落制止用器具等の使用）
事業者は、高所作業車（作業床が接地面に対し垂直にのみ上昇し又は下降する構造のものを除く。）を用いて作業を行うときは、当該
高所作業車の作業床上の労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させなければならない。
２　前項の労働者は、要求性能墜落制止用器具等を使用しなければならない。

安全帯の作業別使用例

建設業界推奨

特別教育
該当の有無

作業時
の高さ

「胴ベルト型」で
差し支えない

[法的には使用不要］

作業の
具体例

高所作業車

垂直昇降式高所作業車の
作業床上での作業

「赤字」：法令・ガイドラインに基づく
「青字」：建設業界としての申し合わせ

※手すり・中桟等が取り外された場合は法的義務が発生するため、５ｍを超える高さではフルハーネス型
を使用する。（５１９条２項）
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ＮＯ． ２４ 「フルハーネス型」
「胴ベルト型」
で差し支えない

2019年1月1日
（一社）日本建設業連合会

建設労務安全研究会

胴ベルト型

該当なし

6.75m

　

5m

2m

関係条文
労働安全衛生規則　　第３８３条の３　３号（ずい道等の掘削等作業主任者の職務）
事業者は、ずい道等の掘削等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
三　要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

安全帯の作業別使用例

建設業界推奨

特別教育
該当の有無

作業時
の高さ

作業の
具体例

トンネル工事

トンネル坑内でのドリルジャンボの
バスケット上での作業

「胴ベルト型」で
差し支えない

[法的には使用不要］

「赤字」：法令・ガイドラインに基づく
「青字」：建設業界としての申し合わせ

※ドリルジャンボは高所作業車には該当しません。
※手すり・中桟等が取り外された場合は法的義務が発生するため、５ｍを超える高さではフルハーネス型を使用する。
（５１９条２項）
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ＮＯ． ２５ 「フルハーネス型」
「胴ベルト型」
で差し支えない

2019年1月1日
（一社）日本建設業連合会

建設労務安全研究会

フルハーネス型

該当なし

6.75m

「フルハーネス型」

[法的に使用義務あり］
　

5m

「フルハーネス型」
[法的に使用義務はあるが

胴ベルト型でも可。
ガイドラインではフルハーネス型］

2m

「胴ベルト型」で
差し支えない

[法的には使用不要］

建設業界推奨

特別教育
該当の有無

作業時
の高さ

※高さ５ｍを超える箇所と５ｍ以下の箇所を行き来する場合はフルハーネス型を使用する。
※セントル台車等で手すり・中桟が取り付けられている箇所のみで作業する場合は、胴ベルト型で差し支えあり
ません。（法的には使用不要）

関係条文

労働安全衛生規則　　第３８３条の５　３号（ずい道等の覆工作業主任者の職務）
事業者は、ずい道等の覆工作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
三　要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

労働安全衛生規則　　第５１９条２項（作業床の端等からの墜落防止）
事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性
能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

安全帯の作業別使用例

「赤字」：法令・ガイドラインに基づく
「青字」：建設業界としての申し合わせ

作業の
具体例

トンネル工事 シート台車等の作業床の端に囲い等を設けることが著しく困難な場合の例

トンネル坑内での
シート台車上の作業

-
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〈参 考〉 
 

労 働 安 全 衛 生 法 
 

※「安全帯」を「要求性能墜落制止用器具」に置き換える改正は 2019 年 2 月 1 日から施行される 
 

労働安全衛生規則第 518 条（作業床の設置等） 
事業者は、高さが 2 メートル以上の箇所（作業床の端、開口部等を除く。）で作業を行

う場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立て

る等の方法により作業床を設けなければならない。 
2  事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者

に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措

置を講じなければならない。 
 

労働安全衛生規則第 519 条（作業床の端等からの墜落防止） 
事業者は、高さが 2 メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険

を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等（以下この条において、「囲い

等」という。）を設けなければならない。 
2  事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必

要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具

を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならな

い。 
 

労働安全衛生規則第 194 条の 22（要求性能墜落制止用器具等の使用） 
事業者は、高所作業車（作業床が接地面に対し垂直にのみ上昇し又は下降する構造の

ものを除く。）を用いて作業を行うときは、当該高所作業車の作業床上の労働者に要求性

能墜落制止用器具等を使用させなければならない。 
2  前項の労働者は、要求性能墜落制止用器具等を使用しなければならない。 

 

クレーン等安全規則第 26条（搭乗の制限） 

事業者は、クレーンにより、労働者を運搬し、又は労働者をつり上げて作業させては

ならない。 

 

クレーン等安全規則第 27条（搭乗の制限） 

事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業

の遂行上必要な場合は、クレーンのつり具に専用のとう乗設備を設けて当該とう乗設備

に労働者を乗せることができる。 
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2  事業者は、前項のとう乗設備については、墜落による労働者の危険を防止するため次

の事項を行わなければならない。 

一 とう乗設備の転位及び脱落を防止する措置を講ずること。 

二 労働者に要求性能墜落制止用器具(安衛則第 130条の 5第 1項に規定する要求性能

墜落制止用器具をいう。)その他の命綱(以下「要求性能墜落制止用器具等」とい

う。)を使用させること。 

三 とう乗設備を下降させるときは、動力下降の方法によること。 

3  労働者は、前項の場合において要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたとき

は、これを使用しなければならない。 

ゴンドラ安全規則第 17 条（要求性能墜落制止用器具等） 
事業者は、ゴンドラの作業床において作業を行うときは、当該作業を行う労働者に要

求性能墜落制止用器具(安衛則第 130条の 5第 1項に規定する要求性能墜落制止用器具を

いう。)その他の命綱(以下この条において「要求性能墜落制止用器具等」という。)を使

用させなければならない。 

2  つり下げのためのワイヤロープが一本であるゴンドラにあっては、前項の要求性能墜

落制止用器具等は当該ゴンドラ以外のものに取り付けなければならない。 

3  労働者は、第 1項の場合において、要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたと

きは、これを使用しなければならない。 
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T墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン

 （平成30年6月22日付、基発0622第2号）
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墜落制止用器具に係る質疑応答集 

（平成30年11月20日付、基安安発1120第2号） 
 
 

墜落制止用器具に係る質疑応答集 

 

平成 30 年 11 月 

厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課 
 

 
 

目次 

１ 墜落制止用器具の定義................................................. 2 

２ 施行日及び経過措置................................................... 2 

３ 墜落制止用器具の選択................................................. 3 

４ 特別教育の対象作業................................................... 4 

５ 特別教育の科目の省略................................................. 6 

６ 特別教育の実施者..................................................... 9 

７ 特別教育の記録....................................................... 9 

８ その他.............................................................. 10 

 

 

 

（注記） 

旧規格：「安全帯の規格」（平成 14 年厚生労働省告示第 38 号） 

新規格：2019 年１月に告示予定の「墜落制止用器具の規格」 
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１ 墜落制止用器具の定義 

（答） 

「墜落制止用器具」には、従来の「安全帯」に含まれていたワークポジショニング

（身体を作業箇所に保持すること）用の器具である旧規格のＵ字つり用胴ベルト型

安全帯（以下、「Ｕ字つり用胴ベルト」といいます。）は含まれません。 

なお、法令用語としては「墜落制止用器具」となりますが、建設現場等において従

来の呼称である「安全帯」、「一本つり胴ベルト型安全帯」、「ハーネス型安全帯」

といった用語を使用することは差し支えありません。 

 
２ 施行日及び経過措置 

（答） 

使用できません。 

ただし、経過措置により、2019 年８月１日以前に製造された安全帯（胴ベルト型 

（一本つり、Ｕ字つり）、ハーネス型のいずれも含む。）であって、旧規格に適合し

ているものについては、2022 年１月１日までの間、要求性能墜落制止用器具とみな

されますので、高さに関わらず使用可能です。 

【質問１－１】 

安全帯と墜落制止用器具はどう違うのか。 

【質問２－１】 

施行日（2019 年２月１日）以降、一本つりの胴ベルト型墜落制止用器具は高さ 

6.75 メートルを超える箇所で使用できなくなるのか。経過措置はないのか。 
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（答） 

Ｕ字つり用胴ベルトについては、ワークポジショニング用の器具として使用する

ことは差し支えありませんが、施行日（2019 年２月１日）以降、墜落制止用器具に

は該当しませんので、高さ２メートル以上の箇所で作業を行う場合、墜落制止用器

具（フルハーネス型又は一本つり胴ベルト型（高さ 6.75 メートルを超える箇所で

はフルハーネス型））との併用が必要になります。 

ただし、経過措置により、2019 年８月１日以前に製造された安全帯（胴ベルト型 

（一本つり、Ｕ字つり）、ハーネス型のいずれも含む。）であって、旧規格に適合し

ているものについては、2022 年１月１日までの間、要求性能墜落制止用器具とみな

されますので、高さに関わらず使用可能です。 

 
３ 墜落制止用器具の選択 

（答） 

問題ありません。 

フルハーネス型は高さによる使用制限はなく、「墜落制止用器具の安全な使用に

関するガイドライン」（平成 30 年６月 22 日付け基発 0622 第２号）「第４ 墜落

制止用器具の選定」の「１ 基本的な考え方」においても、「墜落制止用器具は、フ

ルハーネス型を原則とすること」とされています。 

さらに、取付設備の高さや作業者の体重に応じたショックアブソーバのタイプと

ランヤードの長さ（ロック付き巻取り器を備えるものを含む。）を適切に選択する

ことも必要です。 

【質問２－２】 

施行日（2019 年２月１日）以降、Ｕ字つり用胴ベルトは使用できなくなるのか。

経過措置はないのか。 

【質問３－１】 

高さ 6.75 メートルを超える箇所での作業と、高さ 6.75 メートル以下の箇所での作業

が混在するとき、常時フルハーネス型を使ってもよいか。 
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４ 特別教育の対象作業 

（答） 

法令で特別教育が義務付けられるのは、「高さが２メートル以上の箇所であって 

 作業床を設けることが困難なところにおいて、フルハーネス型墜落制止用器具を用 

 いて行う作業に係る業務」に限られます。 

したがって、作業床が設けられている箇所においての作業、胴ベルト型墜落制止

用器具を用いて行う作業については、特別教育は義務づけられません。 

なお、旧規格に適合しているフルハーネス型安全帯を使用して、高さが２メート 

 ル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて作業を行う場

合においても、特別教育は必要です。 

 

（答） 

高所作業車のバスケット内での作業であれば、通常、作業床があると認められる

ため、特別教育は義務付けられません。 

なお、高所作業車のバスケット内で作業する場合であっても、高さが 6.75 メー

トルを超える箇所で作業を行う場合には、フルハーネス型墜落制止用器具の使用が

義務付けられます。 

 
 

（答） 

法令上具体的な定義はありませんが、一般的には、足場の作業床、機械の点検台

など作業のために設けられた床を指します。 

また、ビルの屋上、橋梁の床板など、平面的な広がりを持った建築物の一部分で

あって、通常その上で労働者が作業することが予定されているものについても作業

床となると考えられます。具体的な判断は、所轄の労働基準監督署にご相談くださ

い。 

【質問４－１】 

高さ２メートル以上の箇所でフルハーネス型を使っている人は、全員、特別教育

を行わなければならないか。 

【質問４－２】 

高所作業車を用いた作業についても、特別教育を行わなければならないか。 

【質問４－３】 

「作業床」とはどのようなものか。 
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（答） 

一般的に、作業床上での作業であれば特別教育は義務付けられません。具体的な

判断は、所轄の労働基準監督署にご相談ください。 

なお、高さが２メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険

を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設けること又は労働者に

墜落制止用器具を使用させること等が義務づけられます。 

 

（答） 

「通行」や「昇降」をするだけの場合、特別教育は必要ありません。 
 
 

（答） 

法令上の定義はありませんが、一般的に、「通行」とは、通っていくという意味、 

「昇降」とは、昇ったり降りたりするという意味であり、それ以外の行為（工事の

進捗確認、現場巡視、点検など）は、「通行」や「昇降」にはあたりません。 

ただし、昇降を主たる目的として、昇降しながら昇降用の設備（はしご等）の健全

性等を確認するような場合は「昇降」に含まれます。 

【質問４－４】 

身を乗り出す作業、手すりがない場所や開口部での作業について、特別教育が必

要か。 

【質問４－５】 

高さ２メートル以上の箇所でフルハーネス型墜落制止用器具を着用して通行や昇

降をするだけの場合、特別教育は必要か。 

【質問４－６】 

「通行」「昇降」の定義はあるか。工事の進捗確認、点検なども「通行」「昇降」に含ま

れるか。 
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５ 特別教育の科目の省略 

（答） 

一般には、必ずしも全員ではなく、高さが２メートル以上の箇所であって作業床 

 を設けることが困難なところにおいて、フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行 

 う作業に係る業務に就く者に対しては、2019 年２月１日までに特別教育を行わな

ければなりません。ただし、一定の経験のある者については、以下のとおり、一部の

科目の省略が可能です。（平成 30 年６月 22 日付け基発 0622 第１号） 

① 施行日（2019 年２月１日）時点において、高さが２メートル以上の箇所であ 

 って作業床を設けることが困難なところでフルハーネス型墜落制止用器具を

用いて行う作業に６月以上従事した経験を有する者は、「作業に関する知

識」、 

「墜落制止用器具（フルハーネス型のものに限る。以下同じ。）に関する知

識」、 

「墜落制止用器具の使用方法等」の科目を省略できます。 

② 施行日（2019 年２月１日）時点において、高さが２メートル以上の箇所であ 

 って作業床を設けることが困難なところで胴ベルト型を用いて行う作業に６

月以上従事した経験を有する者は、「作業に関する知識」の科目を省略できま

す。 

③  足場の組立て等特別教育受講者又はロープ高所作業特別教育受講者は、「労

働災害の防止に関する知識」の科目を省略できます。 

なお、改正省令公布後施行日（2019 年２月１日）より前に、改正省令による特別

教育の科目の全部又は一部について受講した者については、当該受講した科目を施

行日以降に再度受講する必要はありません。 

【質問５－１】 

特別教育は、2019 年２月１日までに、全員が受けなければならないのか。科目の省略

はないのか。 
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＜参考：特別教育について（安衛則第 36 条、安全衛生特別教育規程第 24 条）＞ 

 
＜学科教育＞ 

科目 範囲 時間 

作業に関する知識 ①作業に用いる設備の種類、構造及び取扱い

方法 

②作業に用いる設備の点検及び整備の方法 

③作業の方法 

１時間 

墜落制止用器具（フル

ハーネス型のものに限

る。以下同じ。）に関す

る知識 

①墜落制止用器具のフルハーネス及びラン

ヤードの種類及び構造 

②墜落制止用器具のフルハーネスの装着の

方法 

③墜落制止用器具のランヤードの取付け設

備等への取付け方法及び選定方法 

④墜落制止用器具の点検及び整備の方法 

⑤墜落制止用器具の関連器具の使用方法 

２時間 

労働災害の防止に関す

る知識 

①墜落による労働災害の防止のための措置 

②落下物による危険防止のための措置 

③感電防止のための措置 

④保護帽の使用方法及び保守点検の方法 

⑤事故発生時の措置 

⑥その他作業に伴う災害及びその防止方法 

１時間 

関係法令 労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令及び 

労働安全衛生規則中の関係条項 

0.5 時間 

 
＜実技教育＞ 

科目 範囲 時間 

墜落制止用器具の使用

方法等 

①墜落制止用器具のフルハーネスの装着の

方法 

②墜落制止用器具のランヤードの取付け設

備等への取付け方法 

③墜落による労働災害防止のための措置 

④墜落制止用器具の点検及び整備の方法 

1.5 時間 
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（答） 

特別教育の一部省略の条件等は【質問５－１】（答）のとおりですので、「足場の

組立て等作業主任者技能講習の修了」や「とび技能士」をもって特別教育の一部の

科目の省略はできません。【質問５－１】（答）の要件に該当するかどうかで判断し

てください。 

 

（答） 

高さが２メートル以上の箇所での作業であれば、作業内容に限定はありませんが、 

「６月以上従事した経験」に該当するためには、継続的にその作業に就いている必

要があります。 

 

（答） 

一般的には、当該労働者を雇用する（していた）事業者が証明することになると

思われます。 

証明に関して、法令で定められた基準・様式等はありません。 

【質問５－２】 

「足場の組立て等作業主任者技能講習」の修了者は、特別教育の科目を省略でき

るか。また、「とび技能士」などは特別教育の一部省略はできないか。 

【質問５－３】 

科目省略の要件に、「６月以上従事した経験」とあるが、この経験は胴ベルト型

又はフルハーネス型を用いた作業であれば、どのような作業でもいいか。 

【質問５－４】 

「６月以上従事した経験」の証明に、定められた基準はあるか。 
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（答） 

６ヶ月以上の経験を見込み、施行日より前に科目の一部を省略して特別教育を受

講いただくことは問題ありません。 

ただし、施行日において経験が足りない場合には、省略した科目の補講が必要と

なりますので、ご注意ください。 

 
６ 特別教育の実施者 

（答） 

法令では、事業者に、特別教育の実施を義務付けておりますので、事業者が自ら

特別教育を実施するのは、当然、差し支えありません。 

 

（答） 

特別の資格要件はありませんが、特別教育の科目について十分な知識、経験を有

する者でなければなりません。（平成 27 年８月５日付け基発 0805 第１号） 

 
７ 特別教育の記録 

 

（答） 

事業者は、特別教育を行ったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作

成し、これらを３年間保存しなければなりません。 

【質問５－５】 

「６月以上従事した経験」の考え方について、特別教育受講時点では６ヶ月の経

験がないが、施行日（2019 年２月１日）時点では６ヶ月以上の経験がある見込みで

あるとき、特別教育の一部省略はできるか。 

【質問７－１】 

特別教育の修了証や書類の保存義務はあるのか。 

【質問６－１】 

特別教育は、外部の教育機関で受講しなければならないのか。 

【質問６－２】 

特別教育の講師要件はあるか。 
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８ その他 

 

（答） 

原則として地上（GL）を基準としますが、十分な広さを持つコンクリート床面の

上方で高所作業を行う場合など、さらにそこから墜落することが想定できない場合

などについては、その高さを基準点とすることができます。 

具体的な判断は、所轄の労働基準監督署にご相談ください。 

 

（答） 

新しい規格に対応する機械への更新等を促進する目的で、「既存不適合機械等更

新支援補助金事業（仮称）」を平成 31 年度予算として要求しているところです。

平成 31 年度予算が成立するまで、具体的な内容は未定です。 

  

【質問８－１】 

高さを算定する場合の基準点は地上となるか。屋根や足場は基準点となるか。  

【質問８－２】 

フルハーネス型を購入する際に補助金があると聞いたが、どのようなものか。 
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床材（W=40㎝以上）　※1
本足場にブラケットで追加
された床材（W＝40㎝以上）

本足場にブラケットで追加
された床材（W＝24㎝）
（足場と構造物の隙間ぎりぎり
に跳ね出す場合等）

作業床とみなされる 作業床とみなされる 作業床とみなされる

床材（W=40㎝以上）
床材（W＝24㎝）
（敷地が狭くＷ＝40㎝以上を
確保できない場合）

単管抱き足場
（敷地が狭く床材を敷くことが
できない場合）　※2

作業床とみなされる 作業床とみなされる
作業床とみなされない
（特別教育対象）

床材（W=40㎝以上）
床材（W=24㎝）
（床材の下方・側方に網又は
シートを設けた場合）　※3

単管、角パイプ、大引材等
（足場組立、解体時等に足を
一時的に乗せる場合）　※4

作業床とみなされる 作業床とみなされる
作業床とみなされない
（特別教育対象）

スラブ材（ベニヤ、デッキ
等）上での作業
（スラブ型枠が組み立てられ固
定されている場合）

梁上での作業
（スラブ型枠が組立中で未完
成の場合）

大引材（バタ角等）上での
作業
（型枠組立、解体時等に足を
一時的に乗せる場合）　※4

作業床とみなされる
作業床とみなされない
（特別教育対象）

作業床とみなされない
（特別教育対象）

完成したスラブ型枠上での
作業

地中梁鉄筋に足場板
（W=24㎝）等を敷き、結束さ
れた場所上での作業

地中梁鉄筋上での作業
（鉄筋上に足場板等の敷設が
ない場合）

作業床とみなされる 作業床とみなされる
作業床とみなされない
（特別教育対象）

屋根上での作業
（勾配がない陸屋根の場合）

屋根上での作業
（屋根の勾配が６/１０未満の
場合）　※5

スレート屋根等に敷いた足
場板（W=30㎝以上）上での
作業　※6

作業床とみなされる 作業床とみなされる 作業床とみなされる

つり足場

型枠工事

鉄筋工事

特別教育対象作業に該当するかを判断するための「作業床」の定義（判断例）

本足場（二側足場）

一側足場

屋根工事

※1　本足場（二側足場）は床材の幅が40㎝未満の場合は法違反となります。（安衛則563条1項2号イ他）

※4　組立てや解体等の一連の作業の中で、単管、角パイプ、大引材等に一時的に乗って作業を行う場合は作業床と
　　　はみなされません。

※5　屋根勾配が6/10以上の場合には屋根面を作業床としてみなすには不適切です。「足場先行工法に関するガイド
　　　ライン」では、屋根勾配が6/10以上又は滑りやすい材料の屋根下地の場合には、20㎝以上の幅の作業床を2ｍ以
　　　下の間隔で設置することを求めています。

※6　スレート等の屋根上で作業を行なう場合には、幅が30㎝以上の歩み板を設け、防網を張る等踏み抜きによる労
　　　働者の危険を防止するための措置を講じなければ法違反となります。（安衛則524条）

※具体的な判断は、所轄の労働基準監督署にご相談ください。

※2　作業床の設置が可能であるにもかかわらず抱き足場を設けた場合には法違反となります。(安衛則518条1項）

※3　つり足場は、作業床の下方又は側方に網又はシートを設ける等の措置を講じずに、床材の幅を40㎝未満とした場
　　　合は法違反となります。（安衛則574条1項）
　　　足場材の緊結、取り外し、受渡し等の作業にあっては、幅40㎝以上の作業床を設けなければなりません。ただし、
　　　当該作業床を設けることが困難なときはこの限りではありません。（安衛則564条1項4号）
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